
【請負代金にかかる法定福利費の計算例】 

 

 

① 労務費を算出し、法定福利費を求めるケ一ス 

・労務費に各保険の保険料率を乗じることで、法定福利費を算出します。 

 

法定福利費 ＝ 労務費総額 × 法定保険料率 

 

労務費総額 法定保険料の種類 法定保険料率※ 法定福利費 

２５０，０００円 

雇用保険料 ０．８％   ２，０００円  

健康保険料 ５．１２５％   １２，８１２円  

介護保険料 ０．８９５％   ２，２３７円  

厚生年金保険料 ９．１５％   ２２，８７５円  

子ども・子育て拠出金 ０．３４％   ８５０円  

合 計   ４０，７７４円  

※保険料率：令和２年３月現在の率を使用しています。 

 

② 労務費の算出が困難なケ一ス 
・過去に受注した工事実績から平均的な法定福利費の割合を算出し、工事費に乗じて法

定福利費を算出します。 
 

法定福利費 ＝ 工事費 × 工事費あたりの平均的な法定福利費の割合 

 

工事費 平均的な法定福利費の割合 法定福利費 

１，０００，０００円 ４％ ４０，０００円  

※工事費あたりの平均的な法定福利費の割合は、受注者ごとに異なります。 

 

③ 下請業者から提出された見積書等を活用するケ一ス 

・下請業者から提出された法定福利費を内訳明示した見積書等を使用し、内訳明示 

した法定福利を合算して積算します。 

 

法定福利費 ＝ 元請業者Ａの法定福利費＋下請業者Ｂの法定福利費＋下請業者Ｃ 

       の法定福利費 

 

元請・下請業者名 工事費 法定福利費 

Ａ ２，０００，０００円  ８０，０００円  

Ｂ １，０００，０００円  ４０，０００円  

Ｃ ５００，０００円  ２０，０００円  

合 計 ３，５００，０００円  １４０，０００円  

 


